
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
九
六

○
福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
九
六

告

示

○
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
更
新
す
る
件
四
件

二
九
七

○
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
件
三
件

二
九
九

○
土
壌
汚
染
対
策
法
に
よ
り
要
措
置
区
域
を
指
定
す
る
件

三
〇
一

○
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
に
よ
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
件

三
〇
一

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
件

三
〇
一

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

三
〇
二

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
指
定
す
る
件

三
〇
二

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件

三
〇
二

公

告

○
福
島
県
商
業
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
特
定
小
売
商
業
施
設
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
件

三
一
〇

福
島
県
教
育
委
員
会

○
福
島
県
教
育
財
産
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
一
〇

規

則

福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
県
営
住

宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
三
十
三
号

福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
福
島
県
規
則
第
八
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中
「
賃
金
支
弁
職
員
」
を
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
二
十

八
条
の
四
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
二
第
四
号
を
削
り
、
同
条
中
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
す
る
。

第
十
五
条
第
二
項
中
「
起
算
し
て
一
月
以
内
」
を
「
、
基
本
手
当
に
相
当
す
る
退
職
手
当
の
支
給
を

受
け
る
資
格
に
係
る
退
職
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
四
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
（
同
項
の
規
定

に
よ
り
加
算
さ
れ
た
期
間
が
四
年
に
満
た
な
い
場
合
は
、
当
該
期
間
の
最
後
の
日
ま
で
の
間
）
」
に
改

め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
（
附
則
第
五
項
に
お
い
て
「
公
布
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
十
三
条
の
二
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
四
項
の
規
定

令
和
元
年
十
二
月
十
四
日

二

第
四
条
の
改
正
規
定
並
び
に
次
項
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定

令
和
二
年
四
月
一
日

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
第
四
条
の
規
定
は
、
前
項
第
二
号
に
定
め
る
日
以
後
の
退
職
に
係
る
退
職
手
当
に
つ
い

て
適
用
し
、
同
日
前
の
退
職
に
係
る
退
職
手
当
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

附
則
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
日
の
前
日
を
含
む
月
以
前
に
お
け
る
福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に

関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
二
十
条
の
三
第
二
号
に
規
定
す
る
職
員
以
外
の
者
の
勤
続
期
間
は
、
従
前

の
例
に
よ
り
計
算
し
、
こ
れ
を
同
月
後
の
引
き
続
い
た
勤
続
期
間
に
加
算
す
る
も
の
と
す
る
。

４

附
則
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
日
前
に
退
職
し
た
者
が
、
改
正
前
の
第
十
三
条
の
二
第
四
号
に
掲

げ
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
改
正
後
の
第
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
受
給
資
格
者
に
相
当

す
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
者
と
み
な
す
。

５

改
正
後
の
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第

六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
手
当
に
相
当
す
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
資
格
に
係
る
退
職
の

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
四
年
を
経
過
す
る
日
が
公
布
日
以
後
に
あ
る
者
か
ら
の
申
出
に
つ
い
て
適

用
し
、
当
該
退
職
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
四
年
を
経
過
す
る
日
が
公
布
日
前
に
あ
る
者
か
ら
の

申
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
職
員
業
務
課
福
利
厚
生
室
）

福
島
県
規
則
第
三
十
四
号

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
福
島
県
規
則
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
一
の
表
福
島
県
営
松
長
団
地
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

福
島
県
営
松
長
団
地

会
津
若
松
市

二
号
棟
の
二
十
一
号
室

〇
・
七
八

───────────────────────────────────────────────────────────
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一
号
棟
、
二
号
棟
の
一
号
室
か

〇
・
八
〇

ら
二
十
号
室
ま
で
、
三
号
棟
か

ら
六
号
棟
ま
で
、
七
号
棟
の
一

号
室
か
ら
七
号
室
ま
で
及
び
九

号
室
か
ら
十
八
号
室
ま
で
、
八

号
棟
の
一
号
室
か
ら
七
号
室
ま

で
及
び
九
号
室
か
ら
十
八
号
室

ま
で

七
号
棟
の
八
号
室
、
八
号
棟
の

〇
・
八
二

八
号
室

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
建
築
住
宅
課
）

告

示

福
島
県
告
示
第
三
百
三
十
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）

第
二
十
八
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
更
新
し
、
令
和
元

年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
の
で
、
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
十
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

名
称
及
び
区
域

名

称

区

域

吾
妻
山
鳥
獣
保
護
区

別
紙
区
域
図
の
と
お
り
（
福
島
市
、
耶
麻
郡
猪
苗
代
町
）

松
川
浦
鳥
獣
保
護
区

別
紙
区
域
図
の
と
お
り
（
相
馬
市
）

二

存
続
期
間

令
和
元
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
一
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

三

当
該
鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

１

吾
妻
山
鳥
獣
保
護
区

㈠

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

当
該
鳥
獣
保
護
区
は
磐
梯
朝
日
国
立
公
園
内
の
吾
妻
山
連
峰
に
位
置
し
、
標
高
千
メ
ー
ト
ル

付
近
の
ブ
ナ
林
か
ら
千
五
百
メ
ー
ト
ル
付
近
の
ア
オ
モ
リ
ト
ド
マ
ツ
、
さ
ら
に
は
二
千
メ
ー
ト

ル
付
近
の
ハ
イ
マ
ツ
に
至
る
原
生
的
な
森
林
環
境
が
保
全
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
高
層
湿
地
等
も

有
す
る
変
化
に
富
ん
だ
植
生
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
動
物
相
で
は
、
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
や
ク

マ
タ
カ
等
の
大
型
鳥
獣
を
中
心
に
、
県
内
で
も
数
少
な
い
亜
高
山
性
動
物
の
生
息
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
た
め
、
当
該
区
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保
護
を
図
り
、
生
物
多
様
性
の
確
保
に
資
す
る

よ
う
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
す
る
。

㈢

管
理
方
針

鳥
獣
に
と
っ
て
良
好
な
生
活
環
境
を
維
持
す
べ
く
、
自
然
環
境
の
適
切
な
管
理
及
び
育
成
を

継
続
的
に
図
っ
て
い
く
。
定
期
的
に
巡
視
を
実
施
す
る
な
ど
に
よ
り
、
静
ひ
つ
な
環
境
の
保
持

を
図
り
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生
息
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
。

２

松
川
浦
鳥
獣
保
護
区

㈠

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

集
団
渡
来
地
の
保
護
区

㈡

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

当
該
鳥
獣
保
護
区
は
、
相
馬
市
の
北
東
部
に
位
置
し
、
周
辺
に
は
水
田
や
干
潟
が
広
が
っ
て

お
り
、
こ
の
よ
う
な
自
然
環
境
を
反
映
し
て
、
シ
ギ
、
チ
ド
リ
類
等
多
く
の
渡
り
鳥
の
渡
来
地

と
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
キ
ツ
ネ
等
の
獣
類
も
多
様
に
生
息
し
て
い
る
な
ど
、
自
然
環
境
の
重
要

な
構
成
要
素
で
あ
る
野
生
鳥
獣
の
生
息
地
と
し
て
重
要
な
区
域
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
当
該
区
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保
護
を
図
り
、
生
物
多
様
性
の
確
保
に
資
す
る

よ
う
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
す
る
。

㈢

管
理
方
針

定
期
的
に
巡
視
を
実
施
す
る
な
ど
に
よ
り
、
静
ひ
つ
な
環
境
の
保
持
を
図
り
、
鳥
獣
の
安
定

的
な
生
息
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
。

（
「
別
紙
区
域
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
生
活
環
境
部
環
境
共
生
総
室
自
然
保
護
課
及

び
福
島
県
地
方
振
興
局
県
民
環
境
部
県
民
生
活
課
（
南
会
津
地
方
振
興
局
に
あ
っ
て
は
県
民
環
境
部
県

民
環
境
課
、
い
わ
き
地
方
振
興
局
に
あ
っ
て
は
県
民
部
県
民
生
活
課
）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。
）

（
自
然
保
護
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
三
十
一
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）

第
二
十
八
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
更
新
し
、
及
び
当

該
鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
を
定
め
、
令
和
元
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
の
で
、
同
条
───────────────────────────────────────────────────────────
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
十
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

名
称
及
び
区
域

名

称

区

域

二
本
松
市
ふ
れ
あ
い
の
森

別
紙
区
域
図
の
と
お
り
（
二
本
松
市
）

公
園
鳥
獣
保
護
区

大
平
山
鳥
獣
保
護
区

別
紙
区
域
図
の
と
お
り
（
田
村
市
）

西
の
郷
鳥
獣
保
護
区

別
紙
区
域
図
の
と
お
り
（
西
白
河
郡
西
郷
村
）

鮫
川
鳥
獣
保
護
区

別
紙
区
域
図
の
と
お
り
（
い
わ
き
市
）

二

存
続
期
間

令
和
元
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
二
十
一
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

三

当
該
鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

１

二
本
松
市
ふ
れ
あ
い
の
森
公
園
鳥
獣
保
護
区

㈠

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

当
該
区
域
は
、
二
本
松
市
の
中
心
市
街
地
の
近
傍
に
存
在
す
る
多
様
な
鳥
類
の
生
息
地
で
あ

る
。
当
該
区
域
の
中
央
に
は
只
来
沼
を
中
心
と
し
た
「
二
本
松
市
ふ
れ
あ
い
の
森
公
園
」
が
存

在
し
、
鳥
類
を
観
察
す
る
た
め
の
施
設
が
多
数
整
備
さ
れ
て
い
る
。
市
民
の
自
然
と
の
ふ
れ
あ

い
の
機
会
を
提
供
す
る
た
め
、
自
然
豊
か
な
鳥
獣
の
生
息
地
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

鳥
獣
保
護
区
に
指
定
す
る
。

㈢

管
理
方
針

定
期
的
に
巡
視
を
実
施
し
て
静
ひ
つ
な
環
境
を
維
持
し
、
鳥
類
の
生
息
地
と
し
て
の
機
能
に

著
し
い
影
響
が
生
じ
な
い
よ
う
留
意
す
る
。
ふ
れ
あ
い
の
森
公
園
内
は
、
二
本
松
市
に
よ
る
草

刈
り
等
の
維
持
管
理
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。

２

太
平
山
鳥
獣
保
護
区

㈠

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

当
該
地
域
は
、
標
高
約
六
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
太
平
山
を
頂
点
と
し
た
地
域
で
、
針
・
広
葉

樹
が
適
当
に
混
成
し
て
お
り
野
生
鳥
獣
の
生
息
環
境
と
し
て
非
常
に
良
好
で
あ
る
た
め
、
鳥
獣

保
護
区
に
指
定
し
、
当
該
地
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
。

㈢

管
理
方
針

違
法
な
捕
獲
や
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生
息
に
著
し
く
影
響
が
及
ぶ
こ
と
の
な
い
よ
う
、
鳥
獣

保
護
管
理
員
と
連
携
し
な
が
ら
、
定
期
的
に
巡
視
を
実
施
す
る
。

３

西
の
郷
鳥
獣
保
護
区

㈠

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

当
該
地
域
は
、
西
郷
村
大
字
鶴
生
字
由
井
ヶ
原
地
内
他
に
位
置
し
、
ブ
ナ
、
ミ
ズ
ナ
ラ
、
ケ

ヤ
キ
等
林
相
の
変
化
に
富
む
地
域
で
あ
り
、
キ
ビ
タ
キ
、
ノ
ウ
サ
ギ
を
は
じ
め
多
様
な
鳥
獣
が

生
息
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
し
当
該
地
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保
育
を
図
る
も
の
で
あ

る
。

㈢

管
理
方
針

定
期
的
に
巡
視
を
実
施
す
る
な
ど
に
よ
り
、
静
ひ
つ
な
環
境
の
保
持
を
図
り
、
鳥
獣
の
安
定

的
な
生
息
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
。
ま
た
、
自
然
と
の
ふ
れ
あ

い
の
場
、
環
境
教
育
・
学
習
の
場
と
し
て
活
用
を
図
る
。

４

鮫
川
鳥
獣
保
護
区

㈠

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

当
該
区
域
は
、
二
級
河
川
鮫
川
と
同
河
川
敷
が
区
域
の
大
部
分
を
占
め
、
昭
和
五
十
年
代
よ

り
ハ
ク
チ
ョ
ウ
類
及
び
カ
モ
類
の
飛
来
地
と
な
っ
て
い
る
。
飛
来
期
に
は
見
物
客
も
多
数
訪
れ
、

人
と
鳥
獣
が
ふ
れ
あ
う
環
境
が
整
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
身
近
な
鳥
獣
生
息
地
と
し
て
、
当

該
区
域
を
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
し
、
当
該
区
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

㈢

管
理
方
針

定
期
的
に
巡
視
等
を
実
施
す
る
な
ど
、
静
ひ
つ
な
環
境
の
保
持
を
図
り
、
鳥
獣
の
安
定
的
な

生
息
に
著
し
い
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
に
留
意
す
る
。

（
「
別
紙
区
域
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
生
活
環
境
部
環
境
共
生
総
室
自
然
保
護
課
及

び
福
島
県
地
方
振
興
局
県
民
環
境
部
県
民
生
活
課
（
南
会
津
地
方
振
興
局
に
あ
っ
て
は
県
民
環
境
部
県

民
環
境
課
、
い
わ
き
地
方
振
興
局
に
あ
っ
て
は
県
民
部
県
民
生
活
課
）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。
）

（
自
然
保
護
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
三
十
二
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）

第
二
十
八
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
更
新
し
、
及
び
当

該
鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
を
定
め
、
令
和
元
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
の
で
、
同
条

第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
十
月
二
十
九
日
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福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

名
称
及
び
区
域

名

称

区

域

赤
木
鳥
獣
保
護
区

別
紙
区
域
図
の
と
お
り
（
双
葉
郡
富
岡
町
）

二

存
続
期
間

令
和
元
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

三

当
該
鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

１

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

２

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

当
該
区
域
は
、
多
種
多
様
な
鳥
獣
が
生
息
し
て
お
り
、
各
種
開
発
に
よ
る
野
生
鳥
獣
の
生
息
地

域
が
減
少
し
て
い
く
状
況
に
お
い
て
、
当
該
区
域
は
貴
重
な
地
域
で
あ
る
。
ま
た
、
当
保
護
区
の

森
林
保
全
は
、
県
及
び
町
に
よ
り
実
施
さ
れ
て
い
る
が
松
食
い
虫
等
に
よ
る
被
害
は
軽
視
で
き
な

い
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
鳥
獣
が
食
す
こ
と
に
よ
る
害
虫
の
自
然
減
を
図
る
た
め
に
も
、
鳥
獣
生

息
地
と
し
て
保
護
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
保
護
区
内
に
は
、
大
倉
山
へ
の
登
山
道
が
あ
り
、

町
で
は
「
小
鳥
の
さ
え
ず
る
森
」
と
し
て
観
光
Ｐ
Ｒ
を
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
当
該
区
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保
護
を
図
り
、
生
態
系
の
保
全
や
鳥
獣
の
観
察
等

の
場
と
し
て
環
境
整
備
に
資
す
る
よ
う
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
す
る
。

３

管
理
方
針

定
期
的
に
巡
視
を
実
施
す
る
な
ど
に
よ
り
、
静
ひ
つ
な
環
境
の
保
持
を
図
り
、
鳥
獣
の
安
定
的

な
生
息
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
。

（
「
別
紙
区
域
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
生
活
環
境
部
環
境
共
生
総
室
自
然
保
護
課
及

び
福
島
県
地
方
振
興
局
県
民
環
境
部
県
民
生
活
課
（
南
会
津
地
方
振
興
局
に
あ
っ
て
は
県
民
環
境
部
県

民
環
境
課
、
い
わ
き
地
方
振
興
局
に
あ
っ
て
は
県
民
部
県
民
生
活
課
）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。
）

（
自
然
保
護
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
三
十
三
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）

第
二
十
八
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
更
新
し
、
令
和
元

年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
の
で
、
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
十
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

名
称
及
び
区
域

名

称

区

域

丈
六
鳥
獣
保
護
区

別
紙
区
域
図
の
と
お
り
（
双
葉
郡
浪
江
町
）

二

存
続
期
間

令
和
元
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

三

当
該
鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

１

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

２

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

当
保
護
区
内
の
丈
六
公
園
は
、
緑
豊
か
な
公
共
施
設
と
な
っ
て
お
り
、
多
く
の
野
鳥
が
生
息
し

て
い
る
。
ま
た
、
保
護
区
中
央
部
に
位
置
す
る
丈
六
溜
池
に
は
冬
に
な
る
と
多
く
の
渡
り
鳥
が
飛

来
し
町
民
が
野
鳥
に
親
し
む
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
当
該
地
域
に
生
息
す
る
豊
富
な
鳥
獣
の
保
護
を
図
り
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生
息
に

著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
す
る
。

３

管
理
方
針

定
期
的
に
巡
視
を
実
施
す
る
な
ど
に
よ
り
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生
息
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す

こ
と
の
な
い
よ
う
に
留
意
す
る
。

（
「
別
紙
区
域
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
生
活
環
境
部
環
境
共
生
総
室
自
然
保
護
課
及

び
福
島
県
地
方
振
興
局
県
民
環
境
部
県
民
生
活
課
（
南
会
津
地
方
振
興
局
に
あ
っ
て
は
県
民
環
境
部
県

民
環
境
課
、
い
わ
き
地
方
振
興
局
に
あ
っ
て
は
県
民
部
県
民
生
活
課
）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。
）

（
自
然
保
護
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
三
十
四
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）

第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。

令
和
元
年
十
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

使
用
を
禁
止
す
る
特
定
猟
具
の
種
類

銃
器

二

名
称
及
び
区
域

名

称

区

域

大
作
山
特
定
猟
具
使
用
禁

別
紙
区
域
図
の
と
お
り
（
福
島
市
）

止
区
域
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三

存
続
期
間

令
和
元
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

（
「
別
紙
区
域
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
生
活
環
境
部
環
境
共
生
総
室
自
然
保
護
課
及

び
福
島
県
地
方
振
興
局
県
民
環
境
部
県
民
生
活
課
（
南
会
津
地
方
振
興
局
に
あ
っ
て
は
県
民
環
境
部
県

民
環
境
課
、
い
わ
き
地
方
振
興
局
に
あ
っ
て
は
県
民
部
県
民
生
活
課
）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。
）

（
自
然
保
護
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
三
十
五
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）

第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。

令
和
元
年
十
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

使
用
を
禁
止
す
る
特
定
猟
具
の
種
類

銃
器

二

名
称
及
び
区
域

名

称

区

域

梁
川
工
業
団
地
特
定
猟
具

別
紙
区
域
図
の
と
お
り
（
伊
達
市
）

使
用
禁
止
区
域

阿
武
隈
川
漕
艇
場
特
定
猟

別
紙
区
域
図
の
と
お
り
（
二
本
松
市
）

具
使
用
禁
止
区
域

野
木
沢
特
定
猟
具
使
用
禁

別
紙
区
域
図
の
と
お
り
（
石
川
郡
石
川
町
）

止
区
域

野
地
久
保
特
定
猟
具
使
用

別
紙
区
域
図
の
と
お
り
（
白
河
市
）

禁
止
区
域

矢
吹
中
央
特
定
猟
具
使
用

別
紙
区
域
図
の
と
お
り
（
西
白
河
郡
矢
吹
町
）

禁
止
区
域

南
郷
特
定
猟
具
使
用
禁
止

別
紙
区
域
図
の
と
お
り
（
南
会
津
郡
南
会
津
町
）

区
域

菅
ノ
沢
特
定
猟
具
使
用
禁

別
紙
区
域
図
の
と
お
り
（
相
馬
郡
新
地
町
）

止
区
域

好
間
特
定
猟
具
使
用
禁
止

別
紙
区
域
図
の
と
お
り
（
い
わ
き
市
）

区
域

三

存
続
期
間

令
和
元
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
一
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

（
「
別
紙
区
域
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
生
活
環
境
部
環
境
共
生
総
室
自
然
保
護
課
及

び
福
島
県
地
方
振
興
局
県
民
環
境
部
県
民
生
活
課
（
南
会
津
地
方
振
興
局
に
あ
っ
て
は
県
民
環
境
部
県

民
環
境
課
、
い
わ
き
地
方
振
興
局
に
あ
っ
て
は
県
民
部
県
民
生
活
課
）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。
）

（
自
然
保
護
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
三
十
六
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）

第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。

令
和
元
年
十
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

使
用
を
禁
止
す
る
特
定
猟
具
の
種
類

銃
器

二

名
称
及
び
区
域

名

称

区

域

大
磯
特
定
猟
具
使
用
禁
止

別
紙
区
域
図
の
と
お
り
（
南
相
馬
市
）

区
域

原
町
特
定
猟
具
使
用
禁
止

別
紙
区
域
図
の
と
お
り
（
南
相
馬
市
）

区
域

雫
下
特
定
猟
具
使
用
禁
止

別
紙
区
域
図
の
と
お
り
（
南
相
馬
市
）

区
域

鹿
島
特
定
猟
具
使
用
禁
止

別
紙
区
域
図
の
と
お
り
（
南
相
馬
市
）

区
域

清
水
特
定
猟
具
使
用
禁
止

別
紙
区
域
図
の
と
お
り
（
双
葉
郡
富
岡
町
）

区
域
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毛
萱
特
定
猟
具
使
用
禁
止

別
紙
区
域
図
の
と
お
り
（
双
葉
郡
富
岡
町
）

区
域

大
倉
山
森
林
公
園
特
定
猟

別
紙
区
域
図
の
と
お
り
（
双
葉
郡
富
岡
町
）

具
使
用
禁
止
区
域

夫
沢
細
谷
特
定
猟
具
使
用

別
紙
区
域
図
の
と
お
り
（
双
葉
郡
大
熊
町
及
び
双
葉
郡
双
葉
町
）

禁
止
区
域

大
熊
中
央
台
特
定
猟
具
使

別
紙
区
域
図
の
と
お
り
（
双
葉
郡
大
熊
町
）

用
禁
止
区
域

坂
下
ダ
ム
特
定
猟
具
使
用

別
紙
区
域
図
の
と
お
り
（
双
葉
郡
大
熊
町
及
び
双
葉
郡
富
岡
町
）

禁
止
区
域

越
田
特
定
猟
具
使
用
禁
止

別
紙
区
域
図
の
と
お
り
（
双
葉
郡
双
葉
町
）

区
域

下
条
細
谷
特
定
猟
具
使
用

別
紙
区
域
図
の
と
お
り
（
双
葉
郡
双
葉
町
）

禁
止
区
域

清
戸
迫
特
定
猟
具
使
用
禁

別
紙
区
域
図
の
と
お
り
（
双
葉
郡
双
葉
町
）

止
区
域

中
川
原
特
定
猟
具
使
用
禁

別
紙
区
域
図
の
と
お
り
（
双
葉
郡
浪
江
町
）

止
区
域

葛
尾
特
定
猟
具
使
用
禁
止

別
紙
区
域
図
の
と
お
り
（
双
葉
郡
葛
尾
村
）

区
域

三

存
続
期
間

令
和
元
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

（
「
別
紙
区
域
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
生
活
環
境
部
環
境
共
生
総
室
自
然
保
護
課
及

び
福
島
県
地
方
振
興
局
県
民
環
境
部
県
民
生
活
課
（
南
会
津
地
方
振
興
局
に
あ
っ
て
は
県
民
環
境
部
県

民
環
境
課
、
い
わ
き
地
方
振
興
局
に
あ
っ
て
は
県
民
部
県
民
生
活
課
）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。
）

（
自
然
保
護
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
三
十
七
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害

物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
当
該
汚
染
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
当
該

汚
染
の
除
去
、
当
該
汚
染
の
拡
散
の
防
止
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
区
域
を
次
の
と
お

り
指
定
す
る
。

令
和
元
年
十
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
す
る
区
域

須
賀
川
市
保
土
原
字
中
屋
敷
三
十
八
番
、
五
十
七
番
二
及
び
五
十
七
番
三
の
各
一
部
で
次
の
図
に

示
す
区
域

二

指
定
す
る
区
域
に
お
い
て
土
壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
（
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則

（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又

は
土
壌
含
有
量
基
準
（
同
条
第
二
項
の
基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
（
土
壌
汚
染
対
策
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
有
害
物
質
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
種
類

１

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

２

土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

な
し

三

指
定
す
る
区
域
に
お
い
て
講
ず
べ
き
指
示
措
置

原
位
置
封
じ
込
め
又
は
遮
水
工
封
じ
込
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
生
活
環
境
部
環
境
共
生
総
室
水
・
大
気
環
境
課

及
び
福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
県
民
環
境
部
環
境
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
水
・
大
気
環
境
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
三
十
八
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
令
和
元
年
十
月
十
九
日
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

令
和
元
年
十
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

名
称

所
在
地

認
定
有
効
期
限

一
般
財
団
法
人
太
田
綜
合
病
院
附

郡
山
市
西
ノ
内
二
丁
目
五
番
二
〇

令
和
四
年
一
〇
月
一
八
日

属
太
田
西
ノ
内
病
院

号

（
地
域
医
療
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
三
十
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
元
年
十
月
二

十
九
日
か
ら
令
和
二
年
二
月
二
十
九
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
喜
多
方
市
産
業
部
商
工
課
に



令和元年10月29日 火曜日 福 島 県 報 第51号302

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
十
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

Ｃ
Ｏ
Ｏ
Ｐ
ベ
ス
タ
ひ
が
し

福
島
県
喜
多
方
市
字
惣
座
の
宮
二
七
〇
〇
番
地
一
二

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

（
変
更
前
）
Ｃ
Ｏ
Ｏ
Ｐ
バ
リ
ュ
ー
ひ
が
し

（
変
更
後
）
Ｃ
Ｏ
Ｏ
Ｐ
ベ
ス
タ
ひ
が
し

三

変
更
し
た
年
月
日

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
月
十
六
日

五

届
出
を
し
た
者

生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
あ
い
づ

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
四
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
令
和
元
年
十
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
元
年
十
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

郡
山
市
富
久
山
町
福
原
字

変
更
前

九
・
六
〜

二
五
六
・
六

二
八
八
号

長
沼
地
先
か
ら

二
六
・
九

同

市
富
久
山
町
福
原
字

水
穴
地
先
ま
で

変
更
後

九
・
六
〜

二
五
六
・
六

三
三
・
六

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
四
十
一
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
元
年
十
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

１

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
土
地
の
区
域
の
名
称

石
崎

２

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
土
地
の
区
域
の
表
示

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
と
標
柱
九
号
を
結
ん
だ
線
、
標
柱
九
号
か
ら
標
柱

十
五
号
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
十
五
号
と
標
柱
一
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

田
村
市
船
引
町
船
引
字

石
崎

百
二
十
四
番
二
十
三

一
号
及
び
十
五
号

百
二
十
四
番
九

九
号

百
二
十
四
番
五

十
号
及
び
十
一
号

百
二
十
四
番
七

十
二
号

百
二
十
四
番
二
十
六

十
三
号

百
二
十
四
番
十
四

十
四
号

（
砂

防

課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
四
十
二
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
元
年
十
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域

土
砂
災
害
の
発
生

区

域

名

区

域

原
因
と
な
る
自
然

区
域
の
範
囲

現
象
の
種
類

南
作

安
達
郡
大
玉
村
玉
井
字
南
作

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

大
風
沢

石
川
郡
古
殿
町
大
字
大
久
田
字
越
代

土
石
流

大
風
沢
２
号

同

郡
同

町
大
字
大
久
田
字
越
代

土
石
流

大
風
沢
３
号

同

郡
同

町
大
字
大
久
田
字
越
代

土
石
流

八
又
１

田
村
郡
小
野
町
大
字
湯
沢
字
八
又

土
石
流
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八
又
３

同

郡
同

町
大
字
湯
沢
字
八
又

土
石
流

登
舘

同

郡
同

町
大
字
湯
沢
字
登
舘

土
石
流

田
ノ
作
２

同

郡
同

町
大
字
湯
沢
字
田
ノ
作

土
石
流

田
ノ
作
３

同

郡
同

町
大
字
湯
沢
字
田
ノ
作

土
石
流

岩
蔵
１

同

郡
同

町
大
字
湯
沢
字
岩
蔵

土
石
流

荒
屋
敷
１

同

郡
同

町
大
字
湯
沢
字
荒
屋
敷

土
石
流

荒
屋
敷
２

同

郡
同

町
大
字
湯
沢
字
荒
屋
敷

土
石
流

新
田
５

同

郡
同

町
大
字
湯
沢
字
新
田

土
石
流

大
作
田

同

郡
同

町
大
字
南
田
原
井
字
大

土
石
流

作
田

浮
内
２

同

郡
同

町
大
字
夏
井
字
浮
内

土
石
流

夫
内

同

郡
同

町
大
字
塩
庭
字
夫
内

土
石
流

茄
子
坂

同

郡
同

町
大
字
塩
庭
字
茄
子
坂

土
石
流

古
南
府
中
２

同

郡
同

町
大
字
塩
庭
字
古
南
府

土
石
流

中

関
場
１

同

郡
同

町
大
字
雁
股
田
字
関
場

土
石
流

沢
口

同

郡
同

町
大
字
上
羽
出
庭
字
沢

土
石
流

口

宮
作

同

郡
同

町
大
字
上
羽
出
庭
字
宮

土
石
流

作

川
除
２

同

郡
同

町
大
字
夏
井
字
川
除

土
石
流

反
田

同

郡
同

町
大
字
菖
蒲
谷
字
反
田

土
石
流

平
治
郎

同

郡
同

町
大
字
菖
蒲
谷
字
平
治

土
石
流

郎

細
田

同

郡
同

町
大
字
小
野
山
神
字
細

土
石
流

田

ツ
ブ
ラ
タ

同

郡
同

町
大
字
小
戸
神
字
ツ
ブ

土
石
流

ラ
タ

日
向

同

郡
同

町
大
字
小
野
山
神
字
日

土
石
流

向

大
名
内
１

同

郡
同

町
大
字
小
戸
神
字
大
名

土
石
流

内

大
名
内
２

同

郡
同

町
大
字
小
戸
神
字
大
名

土
石
流

内

二
本
木

同

郡
同

町
大
字
飯
豊
字
二
本
木

土
石
流

舘
２

同

郡
同

町
大
字
浮
金
字
舘

土
石
流

舘
１

同

郡
同

町
大
字
浮
金
字
舘

土
石
流

越
野
１

同

郡
同

町
大
字
浮
金
字
越
野

土
石
流

越
野
２

同

郡
同

町
大
字
浮
金
字
越
野

土
石
流

西
之
内
１

同

郡
同

町
大
字
浮
金
字
西
之
内

土
石
流

西
之
内
２

同

郡
同

町
大
字
浮
金
字
西
之
内

土
石
流

原
４

同

郡
同

町
大
字
浮
金
字
原

土
石
流

原
５

同

郡
同

町
大
字
浮
金
字
原

土
石
流

原
７

同

郡
同

町
大
字
浮
金
字
原

土
石
流
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石
倉

同

郡
同

町
大
字
浮
金
字
石
倉

土
石
流

新
宿
沢

東
白
川
郡
鮫
川
村
大
字
赤
坂
中
野
字

土
石
流

新
宿

赤
柴
沢

同

郡
同

村
大
字
西
山
字
赤
柴

土
石
流

沼
之
湖
沢

同

郡
同

村
大
字
西
山
字
辺
栗

土
石
流

関
ノ
上
沢

同

郡
同

村
大
字
石
井
草
字
関

土
石
流

ノ
上

滝
平
沢

同

郡
同

村
大
字
赤
坂
中
野
字

土
石
流

滝
平

押
目
沢
２
号

同

郡
同

村
大
字
赤
坂
西
野
字

土
石
流

押
目

岫
長
沢

同

郡
同

村
大
字
赤
坂
西
野
字

土
石
流

岫
長

新
宿
沢
２
号

同

郡
同

村
大
字
赤
坂
中
野
字

土
石
流

新
宿

官
代
沢
５
号

同

郡
同

村
大
字
赤
坂
東
野
字

土
石
流

官
代

内
ヶ
竜
沢
２

同

郡
同

村
大
字
赤
坂
東
野
字

土
石
流

号

内
ヶ
竜

大
根
屋
敷
沢

同

郡
同

村
大
字
石
井
草
字
大

土
石
流

根
屋
敷

糸
沢

南
会
津
郡
只
見
町
大
字
熊
倉
字
宮
ノ

土
石
流

前

飯
樋

相
馬
郡
新
地
町
杉
目
字
鈴
山

土
石
流

道
平

田
村
郡
小
野
町
大
字
上
羽
出
庭
字
道

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平

馬
場

同

郡
同

町
大
字
上
羽
出
庭
字
馬

急
傾
斜
地
の
崩
壊

場

間
所
内
東
前

同

郡
同

町
大
字
上
羽
出
庭
字
間

急
傾
斜
地
の
崩
壊

所
内
東
前

黒
森
１
号

同

郡
同

町
大
字
雁
股
田
字
黒
森

急
傾
斜
地
の
崩
壊

黒
森
２
号

同

郡
同

町
大
字
雁
股
田
字
黒
森

急
傾
斜
地
の
崩
壊

沢
目
木
１
号

同

郡
同

町
大
字
雁
股
田
字
沢
目

急
傾
斜
地
の
崩
壊

木

沢
目
木
２
号

同

郡
同

町
大
字
雁
股
田
字
沢
目

急
傾
斜
地
の
崩
壊

木

千
保

同

郡
同

町
大
字
雁
股
田
字
千
保

急
傾
斜
地
の
崩
壊

仁
井
殿

同

郡
同

町
大
字
雁
股
田
字
仁
井

急
傾
斜
地
の
崩
壊

殿

漆
平

同

郡
同

町
大
字
皮
籠
石
字
漆
平

急
傾
斜
地
の
崩
壊

寺
下

同

郡
同

町
大
字
小
野
新
町
字
寺

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下

阿
生
田

同

郡
同

町
大
字
塩
庭
字
阿
生
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

畠
井
田

同

郡
同

町
大
字
塩
庭
字
畠
井
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

神
山

同

郡
同

町
大
字
塩
庭
字
神
山

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
沢

同

郡
同

町
大
字
谷
津
作
字
中
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

畑
ノ
作

同

郡
同

町
大
字
塩
庭
字
畑
ノ
作

急
傾
斜
地
の
崩
壊
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堂
田
１
号

同

郡
同

町
大
字
菖
蒲
谷
字
堂
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

仲
田
１

同

郡
同

町
大
字
菖
蒲
谷
字
仲
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

作
田

同

郡
同

町
大
字
夏
井
字
作
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

清
水

同

郡
同

町
大
字
夏
井
字
清
水

急
傾
斜
地
の
崩
壊

太
子
堂

同

郡
同

町
大
字
夏
井
字
太
子
堂

急
傾
斜
地
の
崩
壊

折
ノ
内

同

郡
同

町
大
字
南
田
原
井
字
折

急
傾
斜
地
の
崩
壊

ノ
内

北
ノ
内

同

郡
同

町
大
字
南
田
原
井
字
北

急
傾
斜
地
の
崩
壊

ノ
内

梨
子
木
平

同

郡
同

町
大
字
南
田
原
井
字
梨

急
傾
斜
地
の
崩
壊

子
木
平

宮
ノ
前

同

郡
同

町
大
字
南
田
原
井
字
宮

急
傾
斜
地
の
崩
壊

ノ
前

岩
蔵

同

郡
同

町
大
字
湯
沢
字
岩
蔵

急
傾
斜
地
の
崩
壊

川
羽
内

同

郡
同

町
大
字
湯
沢
字
川
羽
内

急
傾
斜
地
の
崩
壊

登
舘

同

郡
同

町
大
字
湯
沢
字
登
舘

急
傾
斜
地
の
崩
壊

田
ノ
作
２
号

同

郡
同

町
大
字
湯
沢
字
田
ノ
作

急
傾
斜
地
の
崩
壊

保
代
内

同

郡
同

町
大
字
湯
沢
字
保
代
内

急
傾
斜
地
の
崩
壊

八
又

同

郡
同

町
大
字
湯
沢
字
八
又

急
傾
斜
地
の
崩
壊

滝

同

郡
同

町
大
字
吉
野
辺
字
滝

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
落
合

同

郡
同

町
大
字
和
名
田
字
中
落

急
傾
斜
地
の
崩
壊

合

松
木
橋

同

郡
同

町
大
字
和
名
田
字
松
木

急
傾
斜
地
の
崩
壊

橋

八
舛
蒔

同

郡
同

町
大
字
小
野
山
神
字
八

急
傾
斜
地
の
崩
壊

舛
蒔

百
目
木

同

郡
同

町
大
字
夏
井
字
百
目
木

急
傾
斜
地
の
崩
壊

仲
田
２

同

郡
同

町
大
字
菖
蒲
谷
字
仲
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

鬼
石
１
号

同

郡
同

町
大
字
谷
津
作
字
鬼
石

急
傾
斜
地
の
崩
壊

赤
岡

東
白
川
郡
塙
町
大
字
西
河
内
字
赤
岡

急
傾
斜
地
の
崩
壊

石
堀
子
１
号

同

郡
同
町
大
字
片
貝
字
石
堀
子

急
傾
斜
地
の
崩
壊

石
堀
子
２
号

同

郡
同
町
大
字
片
貝
字
石
堀
子

急
傾
斜
地
の
崩
壊

入
猿
畑
４
号

同

郡
同
町
大
字
田
代
字
入
猿
畑

急
傾
斜
地
の
崩
壊

後
谷
地

同

郡
同
町
大
字
那
倉
字
後
谷
地

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
平

同

郡
同
町
大
字
那
倉
字
大
平

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
畑

同

郡
同
町
大
字
山
形
字
大
畑

急
傾
斜
地
の
崩
壊

追
立
坂

同

郡
同
町
大
字
片
貝
字
追
立
坂

急
傾
斜
地
の
崩
壊

川
辺

同

郡
同
町
大
字
大
蕨
字
川
辺

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
稲
沢

同

郡
同
町
大
字
台
宿
字
下
稲
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

高
畦

同

郡
同
町
大
字
竹
之
内
字
高
畦

急
傾
斜
地
の
崩
壊

高
野
里

同

郡
同
町
大
字
伊
香
字
高
野
里

急
傾
斜
地
の
崩
壊

長
久
木
５
号

同

郡
同
町
大
字
片
貝
字
長
久
木

急
傾
斜
地
の
崩
壊

長
久
木
６
号

同

郡
同
町
大
字
片
貝
字
長
久
木

急
傾
斜
地
の
崩
壊
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長
谷
地

同

郡
同
町
大
字
那
倉
字
長
谷
地

急
傾
斜
地
の
崩
壊

橋
場
１
号

同

郡
同
町
大
字
那
倉
字
橋
場

急
傾
斜
地
の
崩
壊

橋
場
２
号

同

郡
同
町
大
字
那
倉
字
橋
場

急
傾
斜
地
の
崩
壊

鳩
ノ
宮
１
号

同

郡
同
町
大
字
那
倉
字
鳩
ノ
宮

急
傾
斜
地
の
崩
壊

鳩
ノ
宮
２
号

同

郡
同
町
大
字
那
倉
字
鳩
ノ
宮

急
傾
斜
地
の
崩
壊

浜
井
場

同

郡
同
町
大
字
山
形
字
浜
井
場

急
傾
斜
地
の
崩
壊

払
川

同

郡
同
町
大
字
湯
岐
字
払
川

急
傾
斜
地
の
崩
壊

前
坂

同

郡
同
町
大
字
田
代
字
前
坂

急
傾
斜
地
の
崩
壊

明
部

同

郡
同
町
大
字
田
代
字
明
部

急
傾
斜
地
の
崩
壊

森
戸

同

郡
同
町
大
字
植
田
字
森
戸

急
傾
斜
地
の
崩
壊

湯
沢

同

郡
同
町
大
字
東
河
内
字
湯
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

三
ツ
又

同

郡
同
町
大
字
湯
岐
字
三
ツ
又

急
傾
斜
地
の
崩
壊

呼
石
１
号

同

郡
同
町
大
字
那
倉
字
呼
石

急
傾
斜
地
の
崩
壊

呼
石
２
号

同

郡
同
町
大
字
那
倉
字
呼
石

急
傾
斜
地
の
崩
壊

呼
石
３
号

同

郡
同
町
大
字
那
倉
字
呼
石

急
傾
斜
地
の
崩
壊

村
下
Ａ

南
会
津
郡
南
会
津
町
山
口
字
村
下

急
傾
斜
地
の
崩
壊

浮
島

同

郡
只
見
町
大
字
布
沢
字
浮
島

急
傾
斜
地
の
崩
壊

八
仙

い
わ
き
市
常
磐
湯
本
町
八
仙

急
傾
斜
地
の
崩
壊

迎

同

市
常
磐
関
船
町
迎

急
傾
斜
地
の
崩
壊

傾
城

同

市
常
磐
湯
本
町
傾
城

急
傾
斜
地
の
崩
壊

八
仙
１
号

同

市
常
磐
湯
本
町
八
仙

急
傾
斜
地
の
崩
壊

吹
谷
１
号

同

市
常
磐
湯
本
町
吹
谷

急
傾
斜
地
の
崩
壊

吹
谷
２
号

同

市
常
磐
湯
本
町
吹
谷

急
傾
斜
地
の
崩
壊

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

区
域
の
範
囲
及
び

土
砂
災
害
の
発
生

自
然
現
象
に
よ
り

区

域

名

区

域

原
因
と
な
る
自
然

建
築
物
に
作
用
す

現
象
の
種
類

る
と
想
定
さ
れ
る

衝
撃

南
作

安
達
郡
大
玉
村
玉
井
字
南
作

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

大
風
沢

石
川
郡
古
殿
町
大
字
大
久
田
字
越
代

土
石
流

大
風
沢
２
号

同

郡
同

町
大
字
大
久
田
字
越
代

土
石
流

大
風
沢
３
号

同

郡
同

町
大
字
大
久
田
字
越
代

土
石
流

田
ノ
作
３

田
村
郡
小
野
町
大
字
湯
沢
字
田
ノ
作

土
石
流

荒
屋
敷
１

同

郡
同

町
大
字
湯
沢
字
荒
屋
敷

土
石
流

荒
屋
敷
２

同

郡
同

町
大
字
湯
沢
字
荒
屋
敷

土
石
流

新
田
５

同

郡
同

町
大
字
湯
沢
字
新
田

土
石
流

大
作
田

同

郡
同

町
大
字
南
田
原
井
字
大

土
石
流

作
田

浮
内
２

同

郡
同

町
大
字
夏
井
字
浮
内

土
石
流

茄
子
坂

同

郡
同

町
大
字
塩
庭
字
茄
子
坂

土
石
流
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古
南
府
中
２

同

郡
同

町
大
字
塩
庭
字
古
南
府

土
石
流

中

関
場
１

同

郡
同

町
大
字
雁
股
田
字
関
場

土
石
流

沢
口

同

郡
同

町
大
字
上
羽
出
庭
字
沢

土
石
流

口

宮
作

同

郡
同

町
大
字
上
羽
出
庭
字
宮

土
石
流

作

川
除
２

同

郡
同

町
大
字
夏
井
字
川
除

土
石
流

反
田

同

郡
同

町
大
字
菖
蒲
谷
字
反
田

土
石
流

細
田

同

郡
同

町
大
字
小
野
山
神
字
細

土
石
流

田

日
向

同

郡
同

町
大
字
小
野
山
神
字
日

土
石
流

向

大
名
内
２

同

郡
同

町
大
字
小
戸
神
字
大
名

土
石
流

内

二
本
木

同

郡
同

町
大
字
飯
豊
字
二
本
木

土
石
流

舘
２

同

郡
同

町
大
字
浮
金
字
舘

土
石
流

舘
１

同

郡
同

町
大
字
浮
金
字
舘

土
石
流

越
野
１

同

郡
同

町
大
字
浮
金
字
越
野

土
石
流

越
野
２

同

郡
同

町
大
字
浮
金
字
越
野

土
石
流

西
之
内
１

同

郡
同

町
大
字
浮
金
字
西
之
内

土
石
流

西
之
内
２

同

郡
同

町
大
字
浮
金
字
西
之
内

土
石
流

原
４

同

郡
同

町
大
字
浮
金
字
原

土
石
流

原
５

同

郡
同

町
大
字
浮
金
字
原

土
石
流

原
７

同

郡
同

町
大
字
浮
金
字
原

土
石
流

石
倉

同

郡
同

町
大
字
浮
金
字
石
倉

土
石
流

新
宿
沢

東
白
川
郡
鮫
川
村
大
字
赤
坂
中
野
字

土
石
流

新
宿

関
ノ
上
沢

同

郡
同

村
大
字
石
井
草
字
関

土
石
流

ノ
上

滝
平
沢

同

郡
同

村
大
字
赤
坂
中
野
字

土
石
流

滝
平

押
目
沢
２
号

同

郡
同

村
大
字
赤
坂
西
野
字

土
石
流

押
目

岫
長
沢

同

郡
同

村
大
字
赤
坂
西
野
字

土
石
流

岫
長

新
宿
沢
２
号

同

郡
同

村
大
字
赤
坂
中
野
字

土
石
流

新
宿

官
代
沢
５
号

同

郡
同

村
大
字
赤
坂
東
野
字

土
石
流

官
代

内
ヶ
竜
沢
２

同

郡
同

村
大
字
赤
坂
東
野
字

土
石
流

号

内
ヶ
竜

大
根
屋
敷
沢

同

郡
同

村
大
字
石
井
草
字
大

土
石
流

根
屋
敷

飯
樋

相
馬
郡
新
地
町
杉
目
字
鈴
山

土
石
流

道
平

田
村
郡
小
野
町
大
字
上
羽
出
庭
字
道

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平
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馬
場

同

郡
同

町
大
字
上
羽
出
庭
字
馬

急
傾
斜
地
の
崩
壊

場

間
所
内
東
前

同

郡
同

町
大
字
上
羽
出
庭
字
間

急
傾
斜
地
の
崩
壊

所
内
東
前

黒
森
１
号

同

郡
同

町
大
字
雁
股
田
字
黒
森

急
傾
斜
地
の
崩
壊

黒
森
２
号

同

郡
同

町
大
字
雁
股
田
字
黒
森

急
傾
斜
地
の
崩
壊

沢
目
木
１
号

同

郡
同

町
大
字
雁
股
田
字
沢
目

急
傾
斜
地
の
崩
壊

木

沢
目
木
２
号

同

郡
同

町
大
字
雁
股
田
字
沢
目

急
傾
斜
地
の
崩
壊

木

千
保

同

郡
同

町
大
字
雁
股
田
字
千
保

急
傾
斜
地
の
崩
壊

仁
井
殿

同

郡
同

町
大
字
雁
股
田
字
仁
井

急
傾
斜
地
の
崩
壊

殿

漆
平

同

郡
同

町
大
字
皮
籠
石
字
漆
平

急
傾
斜
地
の
崩
壊

寺
下

同

郡
同

町
大
字
小
野
新
町
字
寺

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下

阿
生
田

同

郡
同

町
大
字
塩
庭
字
阿
生
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

畠
井
田

同

郡
同

町
大
字
塩
庭
字
畠
井
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

神
山

同

郡
同

町
大
字
塩
庭
字
神
山

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
沢

同

郡
同

町
大
字
谷
津
作
字
中
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

畑
ノ
作

同

郡
同

町
大
字
塩
庭
字
畑
ノ
作

急
傾
斜
地
の
崩
壊

堂
田
１
号

同

郡
同

町
大
字
菖
蒲
谷
字
堂
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

仲
田
１

同

郡
同

町
大
字
菖
蒲
谷
字
仲
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

作
田

同

郡
同

町
大
字
夏
井
字
作
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

清
水

同

郡
同

町
大
字
夏
井
字
清
水

急
傾
斜
地
の
崩
壊

太
子
堂

同

郡
同

町
大
字
夏
井
字
太
子
堂

急
傾
斜
地
の
崩
壊

折
ノ
内

同

郡
同

町
大
字
南
田
原
井
字
折

急
傾
斜
地
の
崩
壊

ノ
内

北
ノ
内

同

郡
同

町
大
字
南
田
原
井
字
北

急
傾
斜
地
の
崩
壊

ノ
内

梨
子
木
平

同

郡
同

町
大
字
南
田
原
井
字
梨

急
傾
斜
地
の
崩
壊

子
木
平

宮
ノ
前

同

郡
同

町
大
字
南
田
原
井
字
宮

急
傾
斜
地
の
崩
壊

ノ
前

岩
蔵

同

郡
同

町
大
字
湯
沢
字
岩
蔵

急
傾
斜
地
の
崩
壊

川
羽
内

同

郡
同

町
大
字
湯
沢
字
川
羽
内

急
傾
斜
地
の
崩
壊

登
舘

同

郡
同

町
大
字
湯
沢
字
登
舘

急
傾
斜
地
の
崩
壊

田
ノ
作
２
号

同

郡
同

町
大
字
湯
沢
字
田
ノ
作

急
傾
斜
地
の
崩
壊

保
代
内

同

郡
同

町
大
字
湯
沢
字
保
代
内

急
傾
斜
地
の
崩
壊

八
又

同

郡
同

町
大
字
湯
沢
字
八
又

急
傾
斜
地
の
崩
壊

滝

同

郡
同

町
大
字
吉
野
辺
字
滝

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
落
合

同

郡
同

町
大
字
和
名
田
字
中
落

急
傾
斜
地
の
崩
壊

合

松
木
橋

同

郡
同

町
大
字
和
名
田
字
松
木

急
傾
斜
地
の
崩
壊

橋
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八
舛
蒔

同

郡
同

町
大
字
小
野
山
神
字
八

急
傾
斜
地
の
崩
壊

舛
蒔

百
目
木

同

郡
同

町
大
字
夏
井
字
百
目
木

急
傾
斜
地
の
崩
壊

仲
田
２

同

郡
同

町
大
字
菖
蒲
谷
字
仲
田

急
傾
斜
地
の
崩
壊

鬼
石
１
号

同

郡
同

町
大
字
谷
津
作
字
鬼
石

急
傾
斜
地
の
崩
壊

赤
岡

東
白
川
郡
塙
町
大
字
西
河
内
字
赤
岡

急
傾
斜
地
の
崩
壊

石
堀
子
１
号

同

郡
同
町
大
字
片
貝
字
石
堀
子

急
傾
斜
地
の
崩
壊

石
堀
子
２
号

同

郡
同
町
大
字
片
貝
字
石
堀
子

急
傾
斜
地
の
崩
壊

入
猿
畑
４
号

同

郡
同
町
大
字
田
代
字
入
猿
畑

急
傾
斜
地
の
崩
壊

後
谷
地

同

郡
同
町
大
字
那
倉
字
後
谷
地

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
平

同

郡
同
町
大
字
那
倉
字
大
平

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
畑

同

郡
同
町
大
字
山
形
字
大
畑

急
傾
斜
地
の
崩
壊

追
立
坂

同

郡
同
町
大
字
片
貝
字
追
立
坂

急
傾
斜
地
の
崩
壊

川
辺

同

郡
同
町
大
字
大
蕨
字
川
辺

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
稲
沢

同

郡
同
町
大
字
台
宿
字
下
稲
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

高
野
里

同

郡
同
町
大
字
伊
香
字
高
野
里

急
傾
斜
地
の
崩
壊

長
久
木
５
号

同

郡
同
町
大
字
片
貝
字
長
久
木

急
傾
斜
地
の
崩
壊

長
久
木
６
号

同

郡
同
町
大
字
片
貝
字
長
久
木

急
傾
斜
地
の
崩
壊

長
谷
地

同

郡
同
町
大
字
那
倉
字
長
谷
地

急
傾
斜
地
の
崩
壊

橋
場
１
号

同

郡
同
町
大
字
那
倉
字
橋
場

急
傾
斜
地
の
崩
壊

橋
場
２
号

同

郡
同
町
大
字
那
倉
字
橋
場

急
傾
斜
地
の
崩
壊

鳩
ノ
宮
１
号

同

郡
同
町
大
字
那
倉
字
鳩
ノ
宮

急
傾
斜
地
の
崩
壊

鳩
ノ
宮
２
号

同

郡
同
町
大
字
那
倉
字
鳩
ノ
宮

急
傾
斜
地
の
崩
壊

浜
井
場

同

郡
同
町
大
字
山
形
字
浜
井
場

急
傾
斜
地
の
崩
壊

払
川

同

郡
同
町
大
字
湯
岐
字
払
川

急
傾
斜
地
の
崩
壊

前
坂

同

郡
同
町
大
字
田
代
字
前
坂

急
傾
斜
地
の
崩
壊

明
部

同

郡
同
町
大
字
田
代
字
明
部

急
傾
斜
地
の
崩
壊

森
戸

同

郡
同
町
大
字
植
田
字
森
戸

急
傾
斜
地
の
崩
壊

湯
沢

同

郡
同
町
大
字
東
河
内
字
湯
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

三
ツ
又

同

郡
同
町
大
字
湯
岐
字
三
ツ
又

急
傾
斜
地
の
崩
壊

呼
石
１
号

同

郡
同
町
大
字
那
倉
字
呼
石

急
傾
斜
地
の
崩
壊

呼
石
２
号

同

郡
同
町
大
字
那
倉
字
呼
石

急
傾
斜
地
の
崩
壊

呼
石
３
号

同

郡
同
町
大
字
那
倉
字
呼
石

急
傾
斜
地
の
崩
壊

浮
島

南
会
津
郡
只
見
町
大
字
布
沢
字
浮
島

急
傾
斜
地
の
崩
壊

八
仙

い
わ
き
市
常
磐
湯
本
町
八
仙

急
傾
斜
地
の
崩
壊

迎

同

市
常
磐
関
船
町
迎

急
傾
斜
地
の
崩
壊

傾
城

同

市
常
磐
湯
本
町
傾
城

急
傾
斜
地
の
崩
壊

八
仙
１
号

同

市
常
磐
湯
本
町
八
仙

急
傾
斜
地
の
崩
壊

吹
谷
１
号

同

市
常
磐
湯
本
町
吹
谷

急
傾
斜
地
の
崩
壊

吹
谷
２
号

同

市
常
磐
湯
本
町
吹
谷

急
傾
斜
地
の
崩
壊
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（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
砂
防
課
及
び
当
該
土
砂

災
害
警
戒
区
域
又
は
当
該
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
所
管
す
る
福
島
県
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
砂

防

課
）

公

告

公
告
第
百
二
十
九
号

福
島
県
商
業
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
福
島
県
条
例
第
百
二
十
号
）
第
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
小
売
商
業
施
設
の
新
設
の
届
出
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出

が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
元
年
十
月
三
十
日
か
ら
令
和
二
年
一
月
三
十
日
ま
で
福
島
県
商

工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・

商
工
労
政
課
、
二
本
松
市
産
業
部
商
工
課
、
福
島
市
市
民
情
報
室
、
郡
山
市
産
業
観
光
部
産
業
政
策
課
、

田
村
市
産
業
部
商
工
課
、
本
宮
市
産
業
部
商
工
観
光
課
、
川
俣
町
産
業
課
商
工
交
流
係
、
大
玉
村
産
業

建
設
部
産
業
課
商
工
観
光
係
、
猪
苗
代
町
商
工
観
光
課
、
三
春
町
産
業
課
、
浪
江
町
産
業
振
興
課
及
び

葛
尾
村
地
域
振
興
課
地
域
づ
く
り
推
進
係
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
十
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

特
定
小
売
商
業
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

メ
ガ
ス
テ
ー
ジ
二
本
松

２

所
在
地

二
本
松
市
冠
木
三
九
番
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

特
定
小
売
商
業
施
設
の
新
設
の
予
定
地
の
開
発
行
為
の
着
手
予
定
日

（
変
更
前
）
令
和
元
年
十
二
月
十
日

（
変
更
後
）
令
和
元
年
十
月
一
日

三

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
月
十
五
日

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
財
産
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
月
二
十
九
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

福
島
県
教
育
財
産
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
教
育
財
産
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

福
島
県
公
有
財
産
規
則
（
平
成
三
年
福
島
県
規
則
第
二
十
三
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定

す
る
自
動
販
売
機
の
設
置
の
用
に
供
す
る
場
合
の
行
政
財
産
の
貸
付
け
に
関
す
る
事
務
（
同
規
則

第
二
条
第
十
四
号
に
規
定
す
る
特
定
行
政
財
産
貸
付
入
札
事
務
を
除
く
。
）

第
五
条
中
「
（
平
成
三
年
福
島
県
規
則
第
二
十
三
号
）
」
を
削
る
。

附
則
第
三
項
中
「
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
財
務
課
施
設
財
産
室
）


